
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
研
究
科
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

、

。

、

、

。

４

研
究
科
長
は

引
き
続
き
再
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
だ
し

補
欠
の
研
究
科
長
に
つ
い
て
は

一
回
に
限
り
引
き
続
き
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

研
究
科
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
研
究
科
長
が
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

７

研
究
科
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
研
究
科
長
が
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

文
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
文
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
研
究
科
長
が
定
め
る
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
二
条

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
教
育
学
研
究
科
の
」
の
下
に
「
専
任
の
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

教
育
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
教
育
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
研
究
科
長
が
定
め
る
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
三
条

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
九
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

法
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
法
学
研
究
科
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
研
究
科
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
研
究
科
長
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
、
研
究
科
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
研
究
科
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
研
究
科
長
が
指
名
す
る

副
研
究
科
長
が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条

京
都
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

経
済
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
経
済
学
研
究
科
の
教
授
の
う
ち
か
ら
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
一
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
五
条

京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

理
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
三
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
理
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
研
究
科
長
が
定
め
る
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。



第
六
条

京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
二
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

医
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
三
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
医
学
研
究
科
又
は
医
学
部
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
七
条

京
都
大
学
大
学
院
薬
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

薬
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
薬
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
八
条

京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

工
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
四
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
工
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
研
究
科
長
が
定
め
る
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
九
条

京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
六
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

人
間
・
環
境
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
二
名
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
研
究
科
長
は
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
条

京
都
大
学
大
学
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
七
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
講
座
及
び
協
力
講
座
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
一
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
一
条

京
都
大
学
大
学
院
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
十
八
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
一
名
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
研
究
科
長
が
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
六
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
補
欠
の
専
攻
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。



第
十
二
条

京
都
大
学
大
学
院
生
命
科
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
二
十
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
研
究
科
長
）

第
二
条
の
二

生
命
科
学
研
究
科
に
、
副
研
究
科
長
を
置
く
。

２

副
研
究
科
長
は
、
生
命
科
学
研
究
科
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
、
研
究
科
長
が
教
授
会
の
承
認
を
得
て
、
指
名
す
る
。

３

副
研
究
科
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
研
究
科
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
研
究
科
長
は
、
研
究
科
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
三
条

京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
及
び
大
学
院
地
球
環
境
学
舎
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
二
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
学
堂
長
）

第
二
条
の
二

学
堂
に
、
副
学
堂
長
一
名
を
置
く
。

２

副
学
堂
長
は
、
学
堂
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
学
堂
長
が
指
名
す
る
。

３

副
学
堂
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
学
堂
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
学
堂
長
は
、
学
堂
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
四
条

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

、

、

、

第
七
条
第
二
項
中

人
文
科
学
研
究
所
長

を

人
文
科
学
研
究
所
の
専
任
の
教
授

に
改
め

同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し

第
三
項
を
第
四
項
と
し

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
十
五
条

京
都
大
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
工
学
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
五
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

エ
ネ
ル
ギ
ー
理
工
学
研
究
所
に
、
副
所
長
一
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
所
長
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
理
工
学
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
六
条

京
都
大
学
生
存
圏
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
六
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

生
存
圏
研
究
所
に
、
副
所
長
二
名
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
所
長
は
、
生
存
圏
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
七
条

京
都
大
学
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
三
十
九
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

ウ
イ
ル
ス
研
究
所
に
、
副
所
長
一
名
を
置
く
。

２

副
所
長
は
、
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
八
条

京
都
大
学
経
済
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

経
済
研
究
所
に
、
副
所
長
を
置
く
。



２

副
所
長
は
、
経
済
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
十
九
条

京
都
大
学
数
理
解
析
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
十
条

京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
二
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

原
子
炉
実
験
所
に
、
副
所
長
二
名
を
置
く
。

２

副
所
長
は
、
原
子
炉
実
験
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
二
十
一
条

京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
副
所
長
）

第
三
条
の
二

霊
長
類
研
究
所
に
、
副
所
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
所
長
は
、
霊
長
類
研
究
所
の
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
。

３

副
所
長
の
任
期
は
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
所
長
が
定
め
る
。

４

副
所
長
は
、
所
長
の
職
務
を
助
け
る
。

第
二
十
二
条

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
四
十
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
を
も
っ
て
充
て
る
」
を
「
の
う
ち
か
ら
所
長
が
指
名
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
指
名
す
る
所
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
十
三
条

京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
達
示
第
十
八
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
副
病
院
長
」
の
下
に
「
四
名
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
医
学
部
又
は
病
院
の
専
任
の
教
授
を
も
つ
て
充
て
る
」
を
「
病
院
長

が
指
名
す
る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

副
病
院
長
の
任
期
は
、
指
名
す
る
病
院
長
の
任
期
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
病
院
長
が
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
組
織
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
文
学
研
究
科
長
の
職
に
あ
る
者
の
任
期
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
組
織
に
関

す
る
規
程
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
人
文
科
学
研
究
所
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
の
特
例
）

第
三
条

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
任
命
す
る
人
文
科
学
研
究
所
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
長
の
任
期
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
規
程
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。


